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国家安全保障戦略の全⽂

国家安全保障戦略の全⽂は次の通り。

Ⅰ 策定の趣旨

国際社会は時代を画する変化に直⾯している。グローバリゼーションと相互依存のみによっ
て国際社会の平和と発展は保証されないことが、改めて明らかになった。⾃由で開かれた安
定的な国際秩序は、冷戦終焉以降に世界で拡⼤したが、パワーバランスの歴史的変化と地政
学的競争の激化に伴い、今、重⼤な挑戦に哂されている。その中で、気候変動問題や感染症
危機を始め、国境を越えて各国が協⼒して対応すべき諸課題も同時に⽣起しており、国際関
係において対⽴と協⼒の様相が複雑に絡み合う時代になっている。

これまで、我が国を含む先進⺠主主義国は、⾃由、⺠主主義、基本的⼈権の尊重、法の⽀配
といった普遍的価値を擁護し、共存共栄の国際社会の形成を主導してきた。途上国を含む国
際社会の多くの国も、こうした国際秩序を前提に、グローバリゼーションの中で、国際社会
の平和と安定と経済発展の果実を享受してきた。

しかし、同時に、拡⼤する経済格差等に起因する不満は、国内、更には国家間の関係におい
て新たな緊張をもたらしている。普遍的価値を共有しない⼀部の国家は、独⾃の歴史観・価
値観に基づき、既存の国際秩序の修正を図ろうとする動きを⾒せている。⼈類が過去⼀世紀
近くにわたって築き上げてきた武⼒の⾏使の⼀般的禁⽌という国際社会の⼤原則が、国際社
会の平和及び安全の維持に関する主要な責任を有する国際連合安全保障理事会（以下「国連
安保理」という。）の常任理事国により、あからさまな形で破られた。また、海洋における
⼀⽅的な現状変更及びその試みも継続している。そして、普遍的価値を共有しない⼀部の国
家は、経済と科学技術を独⾃の⼿法で急速に発展させ、⼀部の分野では、学問の⾃由や市場
経済原理を擁護してきた国家よりも優位に⽴つようになってきている。これらは、既存の国
際秩序に挑戦する動きであり、国際関係において地政学的競争が激化している。このような
状況において、多くの途上国等は地政学的競争に巻き込まれることを回避しようとしている
が、中には普遍的価値を共有しない⼀部の国家に追随する国も出てきている。

このように地政学的競争が激化すると同時に、国際社会においては、国際社会全体の協⼒が
不可⽋な問題も⽣じてきている。気候変動、感染症危機等、国境を越えて⼈類の存在そのも
のを脅かす地球規模課題への対応のために、国際社会が価値観の相違、利害の衝突等を乗り
越えて協⼒することが、かつてないほど求められている時代になっている。
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我が国周辺に⽬を向ければ、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直⾯している。
ロシアによるウクライナ侵略により、国際秩序を形作るルールの根幹がいとも簡単に破られ
た。同様の深刻な事態が、将来、インド太平洋地域、とりわけ東アジアにおいて発⽣する可
能性は排除されない。国際社会では、インド太平洋地域を中⼼に、歴史的なパワーバランス
の変化が⽣じている。また、我が国周辺では、核・ミサイル戦⼒を含む軍備増強が急速に進
展し、⼒による⼀⽅的な現状変更の圧⼒が⾼まっている。そして、領域をめぐるグレーゾー
ン事態、⺠間の重要インフラ等への国境を越えたサイバー攻撃、偽情報の拡散等を通じた情
報戦等が恒常的に⽣起し、有事と平時の境⽬はますます曖昧になってきている。さらに、国
家安全保障の対象は、経済、技術等、これまで⾮軍事的とされてきた分野にまで拡⼤し、軍
事と⾮軍事の分野の境⽬も曖昧になっている。

国内に⽬を転じれば、我が国は、⼈⼝減少、少⼦⾼齢化、厳しい財政状況等の困難な課題に
直⾯している。こうした我が国国内の困難な経済的・社会的課題を解決し、経済成⻑を実現
していくためにも、産業に不可⽋な物資、エネルギー、⾷料等の貿易や⼈の移動等の国境を
またぐ経済・社会活動が円滑になされる国際的な環境を確保しなければならない。

このような世界の歴史の転換期において、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境のた
だ中にある。その中において、防衛⼒の抜本的強化を始めとして、最悪の事態をも⾒据えた
備えを盤⽯なものとし、我が国の平和と安全、繁栄、国⺠の安全、国際社会との共存共栄を
含む我が国の国益を守っていかなければならない。そのために、我が国はまず、我が国に望
ましい安全保障環境を能動的に創出するための⼒強い外交を展開する。そして、⾃分の国は
⾃分で守り抜ける防衛⼒を持つことは、そのような外交の地歩を固めるものとなる。

こうした⽬標を達成するためには、地政学的競争、地球規模課題への対応等、対⽴と協⼒が
複雑に絡み合う国際関係全体を俯瞰し、外交⼒・防衛⼒・経済⼒・技術⼒・情報⼒を含む総
合的な国⼒を最⼤限活⽤して、国家の対応を⾼次のレベルで統合させる戦略が必要である。
このような視点に⽴ち、我が国の安全保障に関する最上位の政策⽂書となる国家安全保障戦
略を定める。本戦略は、外交、防衛、経済安全保障、技術、サイバー、海洋、宇宙、情報、
政府開発援助（ODA）、エネルギー等の我が国の安全保障に関連する分野の諸政策に戦略的
な指針を与えるものである。

2013年に我が国初の国家安全保障戦略（平成25年12⽉17⽇国家安全保障会議決定及び閣議
決定）が策定され、我が国は、国際協調を旨とする積極的平和主義の下での平和安全法制の
制定等により、安全保障上の事態に切れ⽬なく対応できる枠組みを整えた。本戦略に基づく
戦略的な指針と施策は、その枠組みに基づき、我が国の安全保障に関する基本的な原則を維
持しつつ、戦後の我が国の安全保障政策を実践⾯から⼤きく転換するものである。

同時に、国家としての⼒の発揮は国⺠の決意から始まる。伝統的な外交・防衛の分野にとど
まらない幅広い分野を対象とする本戦略を着実に実施していくためには、本戦略の内容と実



施について国⺠の理解と協⼒を得て、国⺠が我が国の安全保障政策に⾃発的かつ主体的に参
画できる環境を政府が整えることが不可⽋である。

本戦略は次のとおり構成される。

本戦略は、まず、国家の安全保障戦略を定める際の原点となるべき我が国の国益を⽰す。次
に、その国益を踏まえ、我が国の戦後の安全保障の歴史と経験、国⺠の選択の中から培われ
てきた我が国の安全保障に関する基本的な原則を⽰す。さらに、現在の我が国を取り巻く安
全保障環境と我が国の安全保障上の課題を⽰す。これらを踏まえて、我が国が達成すべき我
が国の安全保障上の⽬標を設定し、この⽬標を我が国が総合的な国⼒を⽤いて達成するため
の⼿段と⽅法、すなわち戦略的なアプローチを明らかにする。さらに、戦略的なアプローチ
の実施を⽀える⼟台である我が国の様々な基盤を⽰す。

Ⅱ 我が国の国益

我が国が守り、発展させるべき国益を以下に⽰す。

1 我が国の主権と独⽴を維持し、領域を保全し、国⺠の⽣命・⾝体・財産の安全を確保す
る。そして、我が国の豊かな⽂化と伝統を継承しつつ、⾃由と⺠主主義を基調とする我が国
の平和と安全を維持し、その存⽴を全うする。また、我が国と国⺠は、世界で尊敬され、好
意的に受け⼊れられる国家・国⺠であり続ける。

2 経済成⻑を通じて我が国と国⺠の更なる繁栄を実現する。そのことにより、我が国の平和
と安全をより強固なものとする。そして、我が国の経済的な繁栄を主体的に達成しつつ、開
かれ安定した国際経済秩序を維持・強化し、我が国と他国が共存共栄できる国際的な環境を
実現する。

3 ⾃由、⺠主主義、基本的⼈権の尊重、法の⽀配といった普遍的価値や国際法に基づく国際
秩序を維持・擁護する。特に、我が国が位置するインド太平洋地域において、⾃由で開かれ
た国際秩序を維持・発展させる。

Ⅲ 我が国の安全保障に関する基本的な原則

我が国の国益を守るための安全保障政策の遂⾏の前提として、我が国の安全保障に関する基
本的な原則を以下に⽰す。

1 国際協調を旨とする積極的平和主義を維持する。その理念を国際社会で⼀層具現化しつ
つ、将来にわたって我が国の国益を守る。そのために、我が国を守る⼀義的な責任は我が国
にあるとの認識の下、刻々と変化する安全保障環境を直視した上で、必要な改⾰を果断に遂
⾏し、我が国の安全保障上の能⼒と役割を強化する。



2 ⾃由、⺠主主義、基本的⼈権の尊重、法の⽀配といった普遍的価値を維持・擁護する形
で、安全保障政策を遂⾏する。そして、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の中において
も、世界的に最も成熟し安定した先進⺠主主義国の⼀つとして、普遍的価値・原則の維持・
擁護を各国と協⼒する形で実現することに取り組み、国際社会が⽬指すべき範を⽰す。

3 平和国家として、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事⼤国とはならず、⾮核
三原則を堅持するとの基本⽅針は今後も変わらない。

4 拡⼤抑⽌の提供を含む⽇⽶同盟は、我が国の安全保障政策の基軸であり続ける。

5 我が国と他国との共存共栄、同志国との連携、多国間の協⼒を重視する。

Ⅳ 我が国を取り巻く安全保障環境と我が国の安全保障上の課題

我が国の安全保障上の⽬標を定めるに当たり、我が国を取り巻く安全保障環境と我が国の安
全保障上の課題を以下に⽰す。

1 グローバルな安全保障環境と課題

（1）2013年の国家安全保障戦略の策定以降も、グローバルなパワーの重⼼が、我が国が位
置するインド太平洋地域に移る形で、国際社会は急速に変化し続けている。この変化は中⻑
期的に続き、国際社会の在り様を変えるほどの歴史的な影響を与えるものとなる可能性が⾼
い。

（2）国際社会においては、経済発展、技術⾰新、⼈的交流、新たな⽂化の創出等の多くの機
会と恩恵がもたらされている。しかし、同時に、我が国の同盟国であり世界最⼤の総合的な
国⼒を有する⽶国、G7等の国際的な枠組みが国際社会におけるリスクを管理し、⾃由で開か
れた国際秩序を維持・発展させることは、ますます難しくなってきている。国際社会全体の
意思を具現すべき国連では、対⽴が⽬⽴ち、その機能が⼗分に果たせていない。これは、普
遍的価値やそれに基づく政治・経済体制を共有しない国家が勢⼒を拡⼤し、国際社会におけ
るリスクが顕在化していることが⼤きな要因である。具体的には、他国の国益を減ずる形で
⾃国の国益を増⼤させることも排除しない⼀部の国家が、軍事的・⾮軍事的な⼒を通じて、
⾃国の勢⼒を拡⼤し、⼀⽅的な現状変更を試み、国際秩序に挑戦する動きを加速させてい
る。このような動きが、軍事、外交、経済、技術等の幅広い分野での国家間の競争や対⽴を
先鋭化させ、国際秩序の根幹を揺るがしている。その結果、現在の国際的な安全保障環境
は、国家間の関係や利害がモザイクのように⼊り組む、複雑で厳しいものとなっている。

（3）以下に、こうした現在の国際的な安全保障環境の複雑さ、厳しさを表す顕著な例を挙げ
る。



ア 他国の領域主権等に対して、軍事的及び⾮軍事的な⼿段を組み合わせる形で、⼒による
⼀⽅的な現状変更及びその試みがなされている。特にロシアによるウクライナ侵略は、武⼒
の⾏使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国際秩序の根幹を揺るがすものである。

イ サイバー空間、海洋、宇宙空間、電磁波領域等において、⾃由なアクセスやその活⽤を
妨げるリスクが深刻化している。特に、相対的に露⾒するリスクが低く、攻撃者側が優位に
あるサイバー攻撃の脅威は急速に⾼まっている。サイバー攻撃による重要インフラの機能停
⽌や破壊、他国の選挙への⼲渉、⾝代⾦の要求、機微情報の窃取等は、国家を背景とした形
でも平素から⾏われている。そして、武⼒攻撃の前から偽情報の拡散等を通じた情報戦が展
開されるなど、軍事⽬的遂⾏のために軍事的な⼿段と⾮軍事的な⼿段を組み合わせるハイブ
リッド戦が、今後更に洗練された形で実施される可能性が⾼い。

ウ サプライチェーンの脆弱性、重要インフラへの脅威の増⼤、先端技術をめぐる主導権争
い等、従来必ずしも安全保障の対象と認識されていなかった課題への対応も、安全保障上の
主要な課題となってきている。その結果、安全保障の対象が経済分野にまで拡⼤し、安全保
障の確保のために経済的⼿段が⼀層必要とされている。

エ 本来、相互互恵的であるべき国際貿易、経済協⼒の分野において、⼀部の国家が、鉱物
資源、⾷料、産業・医療⽤の物資等の輸出制限、他国の債務持続性を無視した形での借款の
供与等を⾏うことで、他国に経済的な威圧を加え、⾃国の勢⼒拡⼤を図っている。

オ 先端技術研究とその成果の安全保障⽬的の活⽤等について、主要国が競争を激化させる
中で、⼀部の国家が、他国の⺠間企業や⼤学等が開発した先端技術に関する情報を不法に窃
取した上で、⾃国の軍事⽬的に活⽤している。

カ 国際社会におけるパワーバランスの変化や価値観の多様化により、国際社会全体の統治
構造において強⼒な指導⼒が失われつつある。その結果、気候変動、⾃由貿易、軍備管理・
軍縮・不拡散、テロ、感染症対策を含む国際保健、⾷料、エネルギー等の国際社会共通の課
題への対応において、国際社会が団結しづらくなっている。また、中東、アフリカ、太平洋
島嶼部の脆弱な国が、例えば、気候変動がもたらす異常気象・国⼟⾯積の減少、感染症の世
界的な拡⼤、⾷料・エネルギー不⾜等により、相対的に⼤きな被害を被っている。

2 インド太平洋地域における安全保障環境と課題

上記のグローバルな安全保障環境と課題は、我が国が位置するインド太平洋地域で特に際⽴
っており、将来、更に深刻さを増す可能性がある。これを踏まえ、インド太平洋地域におけ
る安全保障環境と課題、特に注⽬すべき国・地域の動向を以下に⽰す。

（1）インド太平洋地域における安全保障の概観



インド太平洋地域は、世界⼈⼝の半数以上を擁する世界の活⼒の中核であり、太平洋とイン
ド洋の交わりによるダイナミズムは世界経済の成⻑エンジンとなっている。この地域にある
我が国は、その恩恵を受けやすい位置にある。

同時に、インド太平洋地域は安全保障上の課題が多い地域でもある。例えば、核兵器を含む
⼤規模な軍事⼒を有し、普遍的価値やそれに基づく政治・経済体制を共有しない国家や地域
が複数存在する。さらには、歴史的な経緯を背景とする外交関係等が複雑に絡み合ってい
る。また、東シナ海、南シナ海等における領域に関する⼀⽅的な現状変更及びその試み、海
賊、テロ、⼤量破壊兵器の拡散、⾃然災害等の様々な種類と烈度の脅威や課題が存在する。

このようなインド太平洋地域において、我が国が、⾃由で開かれたインド太平洋（以下
「FOIP」という。）というビジョンの下、同盟国・同志国等と連携し、法の⽀配に基づく⾃
由で開かれた国際秩序を実現し、地域の平和と安定を確保していくことは、我が国の安全保
障にとって死活的に重要である。

（2）中国の安全保障上の動向

中国は、「中華⺠族の偉⼤な復興」、今世紀半ばまでの「社会主義現代化強国」の全⾯的完
成、早期に⼈⺠解放軍を「世界⼀流の軍隊」に築き上げることを明確な⽬標としている。中
国は、このような国家⽬標の下、国防費を継続的に⾼い⽔準で増加させ、⼗分な透明性を⽋
いたまま、核・ミサイル戦⼒を含む軍事⼒を広範かつ急速に増強している。

また、中国は、我が国の尖閣諸島周辺における領海侵⼊や領空侵犯を含め、東シナ海、南シ
ナ海等における海空域において、⼒による⼀⽅的な現状変更の試みを強化し、⽇本海、太平
洋等でも、我が国の安全保障に影響を及ぼす軍事活動を拡⼤・活発化させている。さらに、
中国は、ロシアとの戦略的な連携を強化し、国際秩序への挑戦を試みている。

中国は世界第⼆位の経済⼒を有し、世界経済を牽引する国としても、また、気候変動を含む
地球規模課題についても、その国際的な影響⼒にふさわしい更なる取組が国際社会から強く
求められている。しかし、中国は、主要な公的債権国が等しく参加する国際的な枠組み等に
も参加しておらず、開発⾦融等に関連する活動の実態も⼗分な透明性を⽋いている。また、
経済⾯での安全を確⽴すべく、戦略的な取組を強化しており、他国の中国への依存を利⽤し
て、相⼿国に経済的な威圧を加える事例も起きている。

中国は、台湾について平和的統⼀の⽅針は堅持しつつも、武⼒⾏使の可能性を否定していな
い。さらに、中国は我が国近海への弾道ミサイル発射を含め台湾周辺海空域において軍事活
動を活発化させており、台湾海峡の平和と安定については、我が国を含むインド太平洋地域
のみならず、国際社会全体において急速に懸念が⾼まっている。



中国が、⾸脳レベルを含む様々なレベルでの意思疎通を通じて、国際社会と建設的な関係を
構築すること、また、我が国を含む国際社会との対話と協⼒を重ねること等により、我が国
と共にインド太平洋地域を含む国際社会の平和と安定に貢献することが期待されている。

しかしながら、現在の中国の対外的な姿勢や軍事動向等は、我が国と国際社会の深刻な懸念
事項であり、我が国の平和と安全及び国際社会の平和と安定を確保し、法の⽀配に基づく国
際秩序を強化する上で、これまでにない最⼤の戦略的な挑戦であり、我が国の総合的な国⼒
と同盟国・同志国等との連携により対応すべきものである。

（3）北朝鮮の安全保障上の動向

朝鮮半島においては、韓国と北朝鮮双⽅の⼤規模な軍事⼒が対峙している。北朝鮮は、累次
の国連安保理決議に従った、全ての⼤量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全
な、検証可能な、かつ、不可逆的な⽅法での廃棄を依然として⾏っていない。現在も深刻な
経済的困難に直⾯しており、⼈権状況も全く改善しない⼀⽅で、軍事⾯に資源を重点的に配
分し続けている。

北朝鮮は、近年、かつてない⾼い頻度で、新たな態様での弾道ミサイルの発射等を繰り返
し、急速にその能⼒を増強している。特に、⽶国本⼟を射程に含む⼤陸間弾道ミサイル
（ICBM）級弾道ミサイルの発射、変則軌道で⾶翔するミサイルを含む新たな態様での発射、
発射台付き⾞両（TEL）・潜⽔艦・鉄道といった様々なプラットフォームからの発射等によ
り、ミサイル関連技術及び運⽤能⼒は急速に進展している。

さらに、北朝鮮は、核戦⼒を質的・量的に最⼤限のスピードで強化する⽅針であり、ミサイ
ル関連技術等の急速な発展と合わせて考えれば、北朝鮮の軍事動向は、我が国の安全保障に
とって、従前よりも⼀層重⼤かつ差し迫った脅威となっている。

北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権と国⺠の⽣命・安全に関わる重⼤な問題であり、国
の責任において解決すべき喫緊の課題である。また、基本的⼈権の侵害という国際社会の普
遍的問題である。

（4）ロシアの安全保障上の動向

ロシアによるウクライナ侵略等、ロシアの⾃国の安全保障上の⽬的達成のために軍事⼒に訴
えることを辞さない姿勢は顕著である。また、ロシアは核兵器による威嚇ともとれる⾔動を
繰り返している。

ロシアは、我が国周辺における軍事活動を活発化させている。我が国固有の領⼟である北⽅
領⼟でもロシアは軍備を強化しているが、これは、特にオホーツク海がロシアの戦略核戦⼒



の⼀翼を担う戦略原⼦⼒潜⽔艦の活動領域であることが、その背景にあるとみられる。

さらに、ロシアは中国との間で、戦略的な連携を強化してきている。特に近年は、我が国周
辺での中露両国の艦艇による共同航⾏や爆撃機による共同⾶⾏等の共同演習・訓練を継続的
に実施するなど、軍事⾯での連携が強化されている。

ロシアの対外的な活動、軍事動向等は、今回のウクライナ侵略等によって、国際秩序の根幹
を揺るがし、欧州⽅⾯においては安全保障上の最も重⼤かつ直接の脅威と受け⽌められてい
る。また、我が国を含むインド太平洋地域におけるロシアの対外的な活動、軍事動向等は、
中国との戦略的な連携と相まって、安全保障上の強い懸念である。

V 我が国の安全保障上の⽬標

以上のような我が国の安全保障上の課題が存在する中で、我が国が国益を確保できるように
するための我が国の安全保障上の⽬標を以下に⽰す。この⽬標は、上記Ⅲで⽰した我が国の
安全保障に関する基本的な原則を踏まえたものである。

1 我が国の主権と独⽴を維持し、我が国が国内・外交に関する政策を⾃主的に決定できる国
であり続け、我が国の領域、国⺠の⽣命・⾝体・財産を守る。そのために、我が国⾃⾝の能
⼒と役割を強化し、同盟国である⽶国や同志国等と共に、我が国及びその周辺における有
事、⼀⽅的な現状変更の試み等の発⽣を抑⽌する。万が⼀、我が国に脅威が及ぶ場合も、こ
れを排除し、かつ被害を最⼩化させつつ、我が国の国益を守る上で有利な形で終結させる。

2 安全保障政策の遂⾏を通じて、我が国の経済が成⻑できる国際環境を主体的に確保する。
それにより、我が国の経済成⻑が我が国を取り巻く安全保障環境の改善を促すという、安全
保障と経済成⻑の好循環を実現する。その際、我が国の経済構造の⾃律性、技術等の他国に
対する優位性、ひいては不可⽋性を確保する。

3 国際社会の主要なアクターとして、同盟国・同志国等と連携し、国際関係における新たな
均衡を、特にインド太平洋地域において実現する。それにより、特定の国家が⼀⽅的な現状
変更を容易に⾏い得る状況となることを防ぎ、安定的で予⾒可能性が⾼く、法の⽀配に基づ
く⾃由で開かれた国際秩序を強化する。

4 国際経済、気候変動、感染症等の地球規模課題への対応、国際的なルールの形成等の分野
において多国間の協⼒を進め、国際社会が共存共栄できる環境を実現する。

Ⅵ 我が国が優先する戦略的なアプローチ

我が国は、我が国の安全保障上の⽬標を達成するために、我が国の総合的な国⼒をその⼿段
として有機的かつ効率的に⽤いて、戦略的なアプローチを実施する。



1 我が国の安全保障に関わる総合的な国⼒の主な要素

（1）第⼀に外交⼒である。国家安全保障の基本は、法の⽀配に基づく、平和で安定しかつ予
⾒可能性が⾼い国際環境を能動的に創出し、脅威の出現を未然に防ぐことにある。我が国
は、⻑年にわたり、国際社会の平和と安定、繁栄のための外交活動や経済協⼒を⾏ってき
た。その伝統と経験に基づき、⼤幅に強化される外交の実施体制の下、今後も、多くの国と
信頼関係を築き、我が国の⽴場への理解と⽀持を集める外交活動や他国との共存共栄のため
の経済協⼒を展開する。

（2）第⼆に防衛⼒である。防衛⼒は、我が国の安全保障を確保するための最終的な担保であ
り、我が国を守り抜く意思と能⼒を表すものである。国際社会の現実を⾒れば、この機能は
他の⼿段では代替できない。防衛⼒により、我が国に脅威が及ぶことを抑⽌し、仮に我が国
に脅威が及ぶ場合にはこれを阻⽌し、排除する。そして、抜本的に強化される防衛⼒は、我
が国に望ましい安全保障環境を能動的に創出するための外交の地歩を固めるものとなる。

（3）第三に経済⼒である。経済⼒は、平和で安定した安全保障環境を実現するための政策の
⼟台となる。我が国は、世界第三位の経済⼤国であり、開かれ安定した国際経済秩序の主要
な担い⼿として、⾃由で公正な貿易・投資活動を⾏う。また、グローバル・サプライチェー
ンに不可⽋な⾼付加価値のモノとサービスを提供し、我が国の経済成⻑を実現していく。

（4）第四に技術⼒である。科学技術とイノベーションの創出は、我が国の経済的・社会的発
展をもたらす源泉である。そして、技術⼒の適切な活⽤は我が国の安全保障環境の改善に重
要な役割を果たし、気候変動等の地球規模課題への対応にも不可⽋である。我が国が⻑年に
わたり培ってきた官⺠の⾼い技術⼒を、従来の考え⽅にとらわれず、安全保障分野に積極的
に活⽤していく。

（5）第五に情報⼒である。急速かつ複雑に変化する安全保障環境において、政府が的確な意
思決定を⾏うには、質が⾼く時宜に適った情報の収集と分析が不可⽋である。そのために、
政策部⾨と情報部⾨との緊密な連携の下、政府が保有するあらゆる情報収集の⼿段と情報源
を活⽤した総合的な分析により、安全保障に関する情報を可能な限り早期かつ正確に把握
し、政府内外での共有と活⽤を図る。また、我が国の安全保障上の重要な情報の漏洩を防ぐ
ために、官⺠の情報保全に取り組む。

2 戦略的なアプローチとそれを構成する主な⽅策

（1）危機を未然に防ぎ、平和で安定した国際環境を能動的に創出し、⾃由で開かれた国際秩
序を強化するための外交を中⼼とした取組の展開

ア ⽇⽶同盟の強化



⽇⽶安全保障体制を中核とする⽇⽶同盟は、我が国の安全保障のみならず、インド太平洋地
域を含む国際社会の平和と安定の実現に不可⽋な役割を果たす。特にインド太平洋地域にお
いて⽇⽶の協⼒を具体的に深化させることが、⽶国のこの地域へのコミットメントを維持・
強化する上でも死活的に重要である。これらのことも念頭に、⽇⽶の戦略レベルで連携を図
り、⽶国と共に、外交、防衛、経済等のあらゆる分野において、⽇⽶同盟を強化していく。

イ ⾃由で開かれた国際秩序の維持・発展と同盟国・同志国等との連携の強化

我が国は、インド太平洋地域に位置する国家として、⽇⽶同盟を基軸としつつ、⽇⽶豪印
（クアッド）等の取組を通じて、同志国との協⼒を深化し、FOIPの実現に向けた取組を更に
進める。そのために、FOIPというビジョンの国際社会における更なる普遍化、⾃由で公正な
経済圏を広げるためのルール作り、連結性の向上、各国・国際機関のガバナンスの強化、海
洋安全保障の確保等の取組を拡充していく。

また、経済的にも発展し、国際社会における影響⼒が⾼まっている途上国等への外交的な関
与を更に強化する。そのことにより、できるだけ多くの国と共に、法の⽀配に基づく⾃由で
開かれた国際秩序を強化する。

さらに、同盟国・同志国間のネットワークを重層的に構築するとともに、それを拡⼤し、抑
⽌⼒を強化していく。そのために、⽇⽶韓、⽇⽶豪等の枠組みを活⽤しつつ、オーストラリ
ア、インド、韓国、欧州諸国、東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国、カナダ、北⼤⻄洋条約
機構（NATO）、欧州連合（EU）等との安全保障上の協⼒を強化する。具体的には、⼆国
間・多国間の対話を通じた同志国等のインド太平洋地域への関与の強化の促進、共同訓練、
情報保護協定・物品役務相互提供協定（ACSA）・円滑化協定（RAA）の締結、防衛装備品
の共同開発、防衛装備品の移転、能⼒構築⽀援、戦略的コミュニケーション、柔軟に選択さ
れる抑⽌措置（FDO）等の取組を進める。

ウ 我が国周辺国・地域との外交、領⼟問題を含む諸懸案の解決に向けた取組の強化

⽇中両国は、地域と国際社会の平和と繁栄にとって、共に重要な責任を有する。我が国は中
国との間で、様々なレベルの意思疎通を通じて、主張すべきは主張し、責任ある⾏動を求め
つつ、諸懸案も含め対話をしっかりと重ね、共通の課題については協⼒をしていくとの「建
設的かつ安定的な関係」を構築していく。このことは、インド太平洋地域を含む国際社会の
平和と安定にとって不可⽋である。

中国が⼒による⼀⽅的な現状変更の試みを拡⼤していることについては、これに強く反対
し、そのような⾏為を⾏わないことを強く求め、冷静かつ毅然として対応する。また、中国
の急速な軍事⼒の強化及び軍事活動の拡⼤に関しては、透明性等を向上させるとともに、国
際的な軍備管理・軍縮等の努⼒に建設的な協⼒を⾏うよう同盟国・同志国等と連携し、強く



働きかける。そして、⽇中間の信頼の醸成のため、中国との安全保障⾯における意思疎通を
強化する。加えて、中国との間における不測の事態の発⽣を回避・防⽌するための枠組みの
構築を含む⽇中間の取組を進める。

同時に、経済、⼈的交流等の分野において⽇中双⽅の利益となる形での協⼒は可能であり、
我が国経済の発展と経済安全保障に資する形で、中国との適切な経済関係を構築しつつ、両
国の⼈的交流を再活性化していく。また、同盟国・同志国や国際機関等と連携し、中国が、
国際的なルール・基準を遵守し、⾃国の透明性と予⾒可能性を⾼め、地球規模課題等につい
て協⼒すべきは協⼒しつつ、その国際的な影響⼒にふさわしい責任ある建設的な役割を果た
すように促す。

台湾との関係については、我が国は、1972年の⽇中共同声明を踏まえ、⾮政府間の実務関係
として維持してきており、台湾に関する基本的な⽴場に変更はない。台湾は我が国にとっ
て、⺠主主義を含む基本的な価値観を共有し、緊密な経済関係と⼈的往来を有する極めて重
要なパートナーであり、⼤切な友⼈である。また、台湾海峡の平和と安定は、国際社会の安
全と繁栄に不可⽋な要素であり、両岸問題の平和的解決を期待するとの我が国の⽴場の下、
様々な取組を継続していく。

韓国は、地政学的にも我が国の安全保障にとっても極めて重要な隣国である。北朝鮮への対
応等を念頭に、安全保障⾯を含め、⽇韓・⽇⽶韓の戦略的連携を強化していく。そのために
も、1965年の国交正常化以来築いてきた⽇韓の友好協⼒関係の基盤に基づき⽇韓関係を発展
させていくべく、韓国側と緊密に意思疎通を図っていく。⼆国間の諸懸案については、我が
国の⼀貫した⽴場に基づいて然るべく対応していく。我が国固有の領⼟である⽵島の領有権
に関する問題については、我が国の⼀貫した⽴場に基づき毅然と対応しつつ、国際法にのっ
とり、平和的に紛争を解決するとの⽅針に基づき、粘り強く外交努⼒を⾏う。

北朝鮮による核・ミサイル開発に関しては、⽶国及び韓国と緊密に連携しつつ、地域の抑⽌
⼒の強化、国連安保理決議に基づくものを含む対北朝鮮制裁の完全な履⾏及び外交的な取組
を通じ、六者会合共同声明や国連安保理決議に基づく北朝鮮の完全な⾮核化に向けた具体的
⾏動を北朝鮮に対して求めていく。また、⽇朝関係については、⽇朝平壌宣⾔に基づき、拉
致・核・ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向けて取り組んでいく。とりわけ、拉致
問題については、時間的な制約のある深刻な⼈道問題であり、この問題の解決なくして北朝
鮮との国交正常化はあり得ないとの基本認識の下、⼀⽇も早い全ての拉致被害者の安全確保
及び即時帰国、拉致に関する真相究明、拉致実⾏犯の引渡しに向けて全⼒を尽くす。

ロシアとの関係については、インド太平洋地域の厳しい安全保障環境を踏まえ、我が国の国
益を守る形で対応していく。また、同盟国・同志国等と連携しつつ、ロシアによる国際社会
の平和と安定及び繁栄を損なう⾏動を防ぐ。対露外交上の最⼤の懸案である北⽅領⼟問題に
ついては、領⼟問題を解決して平和条約を締結するとの基本⽅針は不変である。



エ 軍備管理・軍縮・不拡散

我が国周辺における核兵器を含む軍備増強の傾向を⽌め、これを反転させ、核兵器による威
嚇等の事態の⽣起を防ぐことで、我が国を取り巻く安全保障環境を改善し、国際社会の平和
と安定を実現する。そのために、軍備管理・軍縮・不拡散の取組を⼀層強化する。具体的に
は、唯⼀の戦争被爆国として、「核兵器のない世界」の実現に向けた国際的な取組を主導す
る。北朝鮮、イラン等の地域の不拡散問題も踏まえ、核兵器不拡散条約（NPT）を礎⽯とす
る国際的な核軍縮・不拡散体制を維持・強化し、現実の国際的な安全保障上の課題に適切に
対処しつつ、実践的・現実的な取組を着実に進める。

また、武器や関連機微技術の拡散防⽌のための国際輸出管理レジームの維持・強化、我が国
国内における不拡散措置の適切な実施、各国の能⼒構築⽀援を柱として不拡散政策に取り組
む。

⽣物兵器、化学兵器及び通常兵器についても、⾃律型致死兵器システム（LAWS）を含め、
多国間での取組、ルール作り等に積極的に取り組む。

オ 国際テロ対策

テロはいかなる理由をもってしても正当化できず、強く⾮難されるべきものであり、国際社
会と共に、断固とした姿勢を⽰し、テロ対策を講じていく。具体的には、国際テロ対策を推
進し、また、原⼦⼒発電所等の重要な⽣活関連施設の安全確保に関する我が国国内での対策
を徹底する。

さらに、在外邦⼈等の安全を確保するための情報の共有を始め、各国・⺠間企業等との協⼒
体制を構築する。また、国際テロ情勢に関する情報収集・分析の体制や能⼒を強化する。

カ 気候変動対策

気候変動は、⼈類の存在そのものに関わる安全保障上の問題であり、気候変動がもたらす異
常気象は、⾃然災害の多発・激甚化、災害対応の増加、エネルギー・⾷料問題の深刻化、国
⼟⾯積の減少、北極海航路の利⽤の増加等、我が国の安全保障に様々な形で重⼤な影響を及
ぼす。

同盟国・同志国を含むあらゆるステークホルダーと連携して、国内外での取組を主導してい
く。具体的には、2030年度において温室効果ガスを2013年度から46%削減、2050年まで
のカーボンニュートラル実現に向けた、再⽣可能エネルギーや原⼦⼒の最⼤限の活⽤を始め
とするエネルギー・産業部⾨の構造転換、⼤胆な投資によるイノベーションの創出等を通
じ、脱炭素社会の実現に向けて取り組む。



また、気候変動が国際的な安全保障環境に与える否定的な影響を最⼩限のものとするよう、
国際社会での取組を主導する。その⼀環として、気候変動問題が切迫した脅威となっている
島嶼国を始めとする途上国等に対して、持続可能で強靭な経済・社会を構築するための⽀援
を⾏う。

キ ODAを始めとする国際協⼒の戦略的な活⽤

FOIPというビジョンの下、⾃由で開かれた国際秩序を維持・発展させ、国際社会の共存共栄
を実現するためにODAを戦略的に活⽤していく。具体的には、質の⾼いインフラ、⼈材育成
等による連結性、海洋安全保障、法の⽀配、経済安全保障等の強化のための⽀援を⾏う。そ
のことにより、開発途上国等との信頼・協⼒関係を強化する。また、FOIPというビジョンに
賛同する幅広い国際社会のパートナーとの協⼒を進める。

そして、⼈間の安全保障の考え⽅の下、貧困削減、保健、気候変動、環境、⼈道⽀援等の地
球規模課題の解決のための国際的な取組を主導する。これらの取組を⾏うに当たり、我が国
企業の海外展開の⽀援や、ODAとODA以外の公的資⾦との連携等を強化する。さらに、国際
機関、NGOを始めとする多様なステークホルダーとの連携を引き続き強化する。

同志国との安全保障上の協⼒を深化させるために、開発途上国の経済社会開発等を⽬的とし
たODAとは別に、同志国の安全保障上の能⼒・抑⽌⼒の向上を⽬的として、同志国に対し
て、装備品・物資の提供やインフラの整備等を⾏う、軍等が裨益者となる新たな協⼒の枠組
みを設ける。これは、総合的な防衛体制の強化のための取組の⼀つである。

ク ⼈的交流等の促進

⼈と⼈、国と国の相互理解の増進は、国家間の緊張を緩和し、平和で安定した国際関係を築
く⼟台となる。海外における⽇本への理解を促進し、我が国と国⺠が好意的に受け⼊れられ
る国際環境を醸成するために、⼈的交流、⽂化交流等に取り組む。具体的には、各国・地域
の政府関係者、有識者、⽂化⼈等との交流、留学⽣交流、⻘少年交流、スポーツ交流等、
様々なレベル・分野での⼈的交流を促進する。さらに、豊かな我が国の⽂化の海外への紹
介、海外での⽇本語の普及に対する⽀援等を⾏う。

（2）我が国の防衛体制の強化

ア 国家安全保障の最終的な担保である防衛⼒の抜本的強化

国際社会において、⼒による⼀⽅的な現状変更及びその試みが恒常的に⽣起し、我が国周辺
における軍備増強が急速に拡⼤している。ロシアによるウクライナ侵略のように国際秩序の



根幹を揺るがす深刻な事態が、将来、とりわけ東アジアにおいて発⽣することは排除されな
い。このような安全保障環境に対応すべく、防衛⼒を抜本的に強化していく。

そして、強⼒な軍事能⼒を持つ主体が、他国に脅威を直接及ぼす意思をいつ持つに⾄るかを
正確に予測することは困難である。したがって、そのような主体の能⼒に着⽬して、我が国
の安全保障に万全を期すための防衛⼒を平素から整備しなければならない。また、我が国の
防衛⼒は、科学技術の進展等に伴う新しい戦い⽅にも対応できるものでなくてはならない。

このような視点に⽴ち、宇宙・サイバー・電磁波の領域及び陸・海・空の領域における能⼒
を有機的に融合し、その相乗効果により⾃衛隊の全体の能⼒を増幅させる領域横断作戦能⼒
に加え、侵攻部隊に対し、その脅威圏の外から対処するスタンド・オフ防衛能⼒等により、
重層的に対処する。また、有⼈アセットに加え、無⼈アセット防衛能⼒も強化すること等に
より、様々な防衛能⼒が統合された防衛⼒を構築していく。さらに、現有装備品を最⼤限有
効に活⽤するため、可動率向上や弾薬・燃料の確保、主要な防衛施設の強靱化により、防衛
⼒の実効性を⼀層⾼めていくことを最優先課題として取り組む。

我が国への侵攻を抑⽌する上で鍵となるのは、スタンド・オフ防衛能⼒等を活⽤した反撃能
⼒である。近年、我が国周辺では、極超⾳速兵器等のミサイル関連技術と飽和攻撃など実戦
的なミサイル運⽤能⼒が⾶躍的に向上し、質・量ともにミサイル戦⼒が著しく増強される
中、ミサイルの発射も繰り返されており、我が国へのミサイル攻撃が現実の脅威となってい
る。こうした中、今後も、変則的な軌道で⾶翔するミサイル等に対応し得る技術開発を⾏う
など、ミサイル防衛能⼒を質量ともに不断に強化していく。

しかしながら、弾道ミサイル防衛という⼿段だけに依拠し続けた場合、今後、この脅威に対
し、既存のミサイル防衛網だけで完全に対応することは難しくなりつつある。

このため、相⼿からミサイルによる攻撃がなされた場合、ミサイル防衛により⾶来するミサ
イルを防ぎつつ、相⼿からの更なる武⼒攻撃を防ぐために、我が国から有効な反撃を相⼿に
加える能⼒、すなわち反撃能⼒を保有する必要がある。

この反撃能⼒とは、我が国に対する武⼒攻撃が発⽣し、その⼿段として弾道ミサイル等によ
る攻撃が⾏われた場合、武⼒の⾏使の三要件に基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得
ない必要最⼩限度の⾃衛の措置として、相⼿の領域において、我が国が有効な反撃を加える
ことを可能とする、スタンド・オフ防衛能⼒等を活⽤した⾃衛隊の能⼒をいう。

こうした有効な反撃を加える能⼒を持つことにより、武⼒攻撃そのものを抑⽌する。その上
で、万⼀、相⼿からミサイルが発射される際にも、ミサイル防衛網により、⾶来するミサイ
ルを防ぎつつ、反撃能⼒により相⼿からの更なる武⼒攻撃を防ぎ、国⺠の命や暮らしを守っ
ていく。



この反撃能⼒については、1956年2⽉29⽇に政府⾒解として、憲法上、「誘導弾等による攻
撃を防御するのに、他に⼿段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法
理的には⾃衛の範囲に含まれ、可能である」としたものの、これまで政策判断として保有す
ることとしてこなかった能⼒に当たるものである。この政府⾒解は、2015年の平和安全法制
に際して⽰された武⼒の⾏使の三要件の下で⾏われる⾃衛の措置にもそのまま当てはまるも
のであり、今般保有することとする能⼒は、この考え⽅の下で上記三要件を満たす場合に⾏
使し得るものである。

この反撃能⼒は、憲法及び国際法の範囲内で、専守防衛の考え⽅を変更するものではなく、
武⼒の⾏使の三要件を満たして初めて⾏使され、武⼒攻撃が発⽣していない段階で⾃ら先に
攻撃する先制攻撃は許されないということに⼀切変更はないことはいうまでもない。

また、⽇⽶の基本的な役割分担は今後も変更はないが、我が国が反撃能⼒を保有することに
伴い、弾道ミサイル等の対処と同様に、⽇⽶が協⼒して対処していくこととする。

さらに、有事の際の防衛⼤⾂による海上保安庁に対する統制を含め、⾃衛隊と海上保安庁と
の連携・協⼒を不断に強化する。

また、政府横断的な連携を図る形での⾃衛隊のアセットを活⽤した柔軟に選択される抑⽌措
置（FDO）等を実施する。

現下の我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえれば、我が国の防衛⼒の抜本的強化は速やか
に実現していく必要がある。具体的には、本戦略策定から5年後の2027年度までに、我が国
への侵攻が⽣起する場合には、我が国が主たる責任をもって対処し、同盟国等の⽀援を受け
つつ、これを阻⽌・排除できるように防衛⼒を強化する。さらに、おおむね10年後までに、
より早期かつ遠⽅で我が国への侵攻を阻⽌・排除できるように防衛⼒を強化する。さらに、
今後5年間の最優先課題として、現有装備品の最⼤限の有効活⽤と、将来の⾃衛隊の中核とな
る能⼒の強化に取り組む。

上記の⾃衛隊の体制整備や防衛に関する施策は、かつてない規模と内容を伴うものである。
また、防衛⼒の抜本的強化は、⼀時的な⽀出増では対応できず、⼀定の⽀出⽔準を保つ必要
がある。そのため、これら施策は、本戦略を踏まえ、国家防衛戦略及び防衛⼒整備計画に基
づき実現するとともに、その財源についてしっかりした措置を講じ、これを安定的に確保し
ていく。

このように、必要とされる防衛⼒の内容を積み上げた上で、同盟国・同志国等との連携を踏
まえ、国際⽐較のための指標も考慮し、我が国⾃⾝の判断として、2027年度において、防衛
⼒の抜本的強化とそれを補完する取組をあわせ、そのための予算⽔準が現在の国内総⽣産
（GDP）の2%に達するよう、所要の措置を講ずる。



イ 総合的な防衛体制の強化との連携等

我が国の防衛上の課題に対応する上で、防衛⼒の抜本的強化がその中核となる。しかし、安
全保障の対象・分野が多岐にわたるため、防衛⼒のみならず、外交⼒・経済⼒を含む総合的
な国⼒を活⽤し、我が国の防衛に当たる。このような考えの下、防衛⼒の抜本的強化を補完
し、それと不可分⼀体のものとして、研究開発、公共インフラ整備、サイバー安全保障、我
が国及び同志国の抑⽌⼒の向上等のための国際協⼒の四つの分野における取組を関係省庁の
枠組みの下で推進し、総合的な防衛体制を強化する。

これに加え、地⽅公共団体を含む政府内外の組織との連携を進め、国全体の防衛体制を強化
する。

ウ いわば防衛⼒そのものとしての防衛⽣産・技術基盤の強化

我が国の防衛⽣産・技術基盤は、⾃国での防衛装備品の研究開発・⽣産・調達の安定的な確
保等のために不可⽋な基盤である。したがって、我が国の防衛⽣産・技術基盤は、いわば防
衛⼒そのものと位置付けられるものであることから、その強化は必要不可⽋である。具体的
には、⼒強く持続可能な防衛産業を構築するために、事業の魅⼒化を含む各種取組を政府横
断的に進めるとともに、官⺠の先端技術研究の成果の防衛装備品の研究開発等への積極的な
活⽤、新たな防衛装備品の研究開発のための態勢の強化等を進める。

エ 防衛装備移転の推進

防衛装備品の海外への移転は、特にインド太平洋地域における平和と安定のために、⼒によ
る⼀⽅的な現状変更を抑⽌して、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出や、国際法に
違反する侵略や武⼒の⾏使⼜は武⼒による威嚇を受けている国への⽀援等のための重要な政
策的な⼿段となる。こうした観点から、安全保障上意義が⾼い防衛装備移転や国際共同開発
を幅広い分野で円滑に⾏うため、防衛装備移転三原則や運⽤指針を始めとする制度の⾒直し
について検討する。その際、三つの原則そのものは維持しつつ、防衛装備移転の必要性、要
件、関連⼿続の透明性の確保等について⼗分に検討する。

また、防衛装備移転を円滑に進めるための各種⽀援を⾏うこと等により、官⺠⼀体となって
防衛装備移転を進める。

オ 防衛⼒の中核である⾃衛隊員の能⼒を発揮するための基盤の強化

防衛⼒の中核である⾃衛隊員が、その能⼒を⼀層発揮できるようにするため、⼈的基盤を強
化する。そのために、より幅広い層から多様かつ優秀な⼈材の確保を図る。ハラスメントを
⼀切許容しない組織環境や⼥性隊員が更に活躍できる環境を整備するとともに、隊員の処遇



の向上を図り、そして、全ての⾃衛隊員が⾼い⼠気を維持し、⾃らの能⼒を⼗分に発揮でき
る環境を整備する。

（3）⽶国との安全保障⾯における協⼒の深化

我が国の防衛⼒を抜本的に強化しつつ、⽶国との安全保障⾯における協⼒を深化すること等
により、核を含むあらゆる能⼒によって裏打ちされた⽶国による拡⼤抑⽌の提供を含む⽇⽶
同盟の抑⽌⼒と対処⼒を⼀層強化する。具体的には、⽇⽶の役割・任務・能⼒に関する不断
の検討を踏まえ、⽇⽶の抑⽌⼒・対処⼒を強化するため、同盟調整メカニズム（ACM）等の
調整機能を更に発展させつつ、領域横断作戦や我が国の反撃能⼒の⾏使を含む⽇⽶間の運⽤
の調整、相互運⽤性の向上、サイバー・宇宙分野等での協⼒深化、先端技術を取り込む装
備・技術⾯での協⼒の推進、⽇⽶のより⾼度かつ実践的な共同訓練、共同の柔軟に選択され
る抑⽌措置（FDO）、共同の情報収集・警戒監視・偵察（ISR）活動、⽇⽶の施設の共同使
⽤の増加等に取り組む。その際、⽇⽶がその能⼒を⼗分に発揮できるよう、情報保全、サイ
バーセキュリティ等の基盤を強化する。

同時に、このような取組を進めつつ、沖縄を始めとする地元の負担軽減を図る観点から、普
天間⾶⾏場の移設を含む在⽇⽶軍再編を着実に実施する。

（4）我が国を全⽅位でシームレスに守るための取組の強化

軍事と⾮軍事、有事と平時の境⽬が曖昧になり、ハイブリッド戦が展開され、グレーゾーン
事態が恒常的に⽣起している現在の安全保障環境において、サイバー空間・海洋・宇宙空
間、技術、情報、国内外の国⺠の安全確保等の多岐にわたる分野において、政府横断的な政
策を進め、我が国の国益を隙なく守る。

ア サイバー安全保障分野での対応能⼒の向上

サイバー空間の安全かつ安定した利⽤、特に国や重要インフラ等の安全等を確保するため
に、サイバー安全保障分野での対応能⼒を欧⽶主要国と同等以上に向上させる。

具体的には、まずは、最新のサイバー脅威に常に対応できるようにするため、政府機関のシ
ステムを常時評価し、政府機関等の脅威対策やシステムの脆弱性等を随時是正するための仕
組みを構築する。その⼀環として、サイバーセキュリティに関する世界最先端の概念・技術
等を常に積極的に活⽤する。そのことにより、外交、防衛、情報の分野を始めとする政府機
関等のシステムの導⼊から廃棄までのライフサイクルを通じた防御の強化、政府内外の⼈材
の育成・活⽤の促進等を引き続き図る。

その上で、武⼒攻撃に⾄らないものの、国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を⽣
じさせる重⼤なサイバー攻撃のおそれがある場合、これを未然に排除し、また、このような



サイバー攻撃が発⽣した場合の被害の拡⼤を防⽌するために能動的サイバー防御を導⼊す
る。そのために、サイバー安全保障分野における情報収集・分析能⼒を強化するとともに、
能動的サイバー防御の実施のための体制を整備することとし、以下の（ア）から（ウ）まで
を含む必要な措置の実現に向け検討を進める。

（ア）重要インフラ分野を含め、⺠間事業者等がサイバー攻撃を受けた場合等の政府への情
報共有や、政府から⺠間事業者等への対処調整、⽀援等の取組を強化するなどの取組を進め
る。

（イ）国内の通信事業者が役務提供する通信に係る情報を活⽤し、攻撃者による悪⽤が疑わ
れるサーバ等を検知するために、所要の取組を進める。

（ウ）国、重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を⽣じさせる重⼤なサイバー攻撃につ
いて、可能な限り未然に攻撃者のサーバ等への侵⼊・無害化ができるよう、政府に対し必要
な権限が付与されるようにする。

能動的サイバー防御を含むこれらの取組を実現・促進するために、内閣サイバーセキュリテ
ィセンター（NISC）を発展的に改組し、サイバー安全保障分野の政策を⼀元的に総合調整す
る新たな組織を設置する。そして、これらのサイバー安全保障分野における新たな取組の実
現のために法制度の整備、運⽤の強化を図る。これらの取組は総合的な防衛体制の強化に資
するものとなる。

また、経済安全保障、安全保障関連の技術⼒の向上等、サイバー安全保障の強化に資する他
の政策との連携を強化する。

さらに、同盟国・同志国等と連携した形での情報収集・分析の強化、攻撃者の特定とその公
表、国際的な枠組み・ルールの形成等のために引き続き取り組む。

イ 海洋安全保障の推進と海上保安能⼒の強化

四⽅を海に囲まれ、世界有数の広⼤な管轄海域を有する海洋国家として、同盟国・同志国等
と連携し、航⾏・⾶⾏の⾃由や安全の確保、法の⽀配を含む普遍的価値に基づく国際的な海
洋秩序の維持・発展に向けた取組を進める。具体的には、シーレーンにおける脅威に対応す
るための海洋状況監視、他国との積極的な共同訓練・演習や海外における寄港等を推進し、
多国間の海洋安全保障協⼒を強化する。また、海上交通の安全を確保するために、海賊対処
や情報収集活動等を実施する。

そして、これらの取組に関連する国際協⼒を進めつつ、南シナ海等における航⾏及び上空⾶
⾏の⾃由の確保、国際法に基づく紛争の平和的解決の推進、シーレーン沿岸国との関係の強



化、北極海航路の利活⽤等を図る。さらに、シーレーンの安定的利⽤の確保等のためにも、
ジブチにおける拠点を引き続き活⽤する。

我が国の安全保障において、海上法執⾏機関である海上保安庁が担う役割は不可⽋である。
尖閣諸島周辺を含む我が国領域の警備を万全にし、複数の重⼤事案発⽣時にも有効に対応し
ていくため、我が国の海上保安能⼒を⼤幅に強化し、体制を拡充する。具体的には、新たな
海上保安能⼒強化に関する⽅針に基づき、海上保安庁によるアセットの増強や新たな技術の
導⼊、⼗分な運航費の確保や⽼朽船の更新、海上保安庁の職員の確保・育成等を速やかに図
る。  また、有事の際の防衛⼤⾂による海上保安庁に対する統制を含め、海上保安庁と⾃
衛隊の連携・協⼒を不断に強化する。

さらに、⽶国、東南アジア諸国等の海上法執⾏機関との国際的な連携・協⼒も強化する。

ウ 宇宙の安全保障に関する総合的な取組の強化

経済・社会活動にとって不可⽋な宇宙空間の安全かつ安定した利⽤等を確保するため、宇宙
の安全保障の分野での対応能⼒を強化する。具体的には、⾃衛隊、海上保安庁等による宇宙
空間の利⽤を強化しつつ、宇宙航空研究開発機構（JAXA）等と⾃衛隊の連携の強化等、我が
国全体の宇宙に関する能⼒を安全保障分野で活⽤するための施策を進める。

また、不測の事態における政府の意思決定に関する体制の構築、宇宙領域の把握のための体
制の強化、スペースデブリへの対応の推進、相⼿⽅の指揮統制・情報通信を妨げる能⼒の整
備の拡充、国際的な⾏動の規範策定を含む同盟国・同志国等との連携の強化を進める。

さらに、我が国の宇宙産業を⽀援・育成することで、衛星コンステレーションの構築を含
め、我が国の⺠間の宇宙技術を我が国の防衛に活⽤する。そして、それが更に我が国の宇宙
産業の発展を促すという好循環を実現する。

このような宇宙の安全保障の分野の課題と政策を具体化させる政府の構想を取りまとめた上
で、それを宇宙基本計画等に反映させる。

エ 技術⼒の向上と研究開発成果の安全保障分野での積極的な活⽤のための官⺠の連携の強
化

最先端の科学技術は加速度的に進展し、⺠⽣⽤の技術と安全保障⽤の技術の区別は実際には
極めて困難となっている。このこと等を踏まえ、我が国の官⺠の⾼い技術⼒を幅広くかつ積
極的に安全保障に活⽤するために、安全保障に活⽤可能な官⺠の技術⼒を向上させ、研究開
発等に関する資⾦及び情報を政府横断的に活⽤するための体制を強化する。具体的には、総
合的な防衛体制の強化に資する科学技術の研究開発の推進のため、防衛省の意⾒を踏まえた
研究開発ニーズと関係省庁が有する技術シーズを合致させるとともに、当該事業を実施して



いくための政府横断的な仕組みを創設する。また、経済安全保障重要技術育成プログラムを
含む政府全体の研究開発に関する資⾦及びその成果の安全保障分野への積極的な活⽤を進め
る。

さらに、先端重要技術の情報収集・開発・育成に向けた更なる⽀援の強化と体制の整備を図
る。

そして、⺠間のイノベーションを推進し、その成果を安全保障分野において積極的に活⽤す
るため、関係者の理解と協⼒を得つつ、広くアカデミアを含む最先端の研究者の参画促進等
に取り組む。また、防衛産業が他の⺠間のイノベーションの成果を⼗分に活かしていくため
の環境の整備に政府横断的に取り組む。

オ 我が国の安全保障のための情報に関する能⼒の強化

健全な⺠主主義の維持、政府の円滑な意思決定、我が国の効果的な対外発信に密接に関連す
る情報の分野に関して、我が国の体制と能⼒を強化する。具体的には、国際社会の動向につ
いて、外交・軍事・経済にまたがり幅広く、正確かつ多⾓的に分析する能⼒を強化するた
め、⼈的情報、公開情報、電波情報、画像情報等、多様な情報源に関する情報収集能⼒を⼤
幅に強化する。特に、⼈的情報については、その収集のための体制の充実・強化を図る。

そして、画像情報については、情報収集衛星の機能の拡充・強化を図るとともに、内閣衛星
情報センターと防衛省・⾃衛隊の協⼒・連携を強化するなどして、収集した情報の更なる効
果的な活⽤を図る。

また、統合的な形での情報の集約を⾏うための体制を整備する。政策部⾨と情報部⾨の連携
を強化し、情報部⾨については、⼈⼯知能（AI）等の新たな技術の活⽤も含め、政府が保有
するあらゆる情報⼿段を活⽤した総合的な分析（オール・ソース・アナリシス）により、政
策部⾨への⾼付加価値の分析結果の提供を⾏えるよう、情報分析能⼒を強化する。

そして、経済安全保障分野における新たなセキュリティ・クリアランス制度の創設の検討に
関する議論等も踏まえつつ、情報保全のための体制の更なる強化を図る。

また、偽情報等の拡散を含め、認知領域における情報戦への対応能⼒を強化する。その観点
から、外国による偽情報等に関する情報の集約・分析、対外発信の強化、政府外の機関との
連携の強化等のための新たな体制を政府内に整備する。さらに、戦略的コミュニケーション
を関係省庁の連携を図った形で積極的に実施する。

そして、地理空間情報の安全保障⾯での悪⽤を防ぐための官⺠の実効的な措置の検討を速や
かに⾏う。



カ 有事も念頭に置いた我が国国内での対応能⼒の強化

我が国に直接脅威が及んだ場合も念頭に、我が国国内における幅広い分野での対応能⼒を強
化する。具体的には、総合的な防衛体制の強化の⼀環として、⾃衛隊・海上保安庁による国
⺠保護への対応、平素の訓練、有事の際の展開等を⽬的とした円滑な利⽤・配備のため、⾃
衛隊・海上保安庁のニーズに基づき、空港、港湾等の公共インフラの整備や機能を強化する
政府横断的な仕組みを創設する。あわせて、有事の際の対応も⾒据えた空港・港湾の平素か
らの利活⽤に関するルール作り等を⾏う。これらの取組は、地⽅公共団体・住⺠等の協⼒を
得つつ、推進する。

⾃衛隊・⽶軍等の円滑な活動の確保のために、⾃衛隊の弾薬、燃料等の輸送・保管の制度の
整備、⺠間施設等の⾃衛隊、⽶軍等の使⽤に関する関係者・団体との調整、安定的かつ柔軟
な電波利⽤の確保、⺠間施設等によって⾃衛隊の施設や活動に否定的な影響が及ばないよう
にするための措置をとる。

原⼦⼒発電所等の重要な⽣活関連施設の安全確保対策、国境離島への不法上陸事案対策等に
関し、武⼒攻撃事態のほか、それには⾄らない様々な態様・段階の危機にも切れ⽬なく的確
に対処できるようにする。そのために、⾃衛隊・警察・海上保安庁等による連絡枠組みを確
⽴するとともに、装備・体制・訓練の充実など対処能⼒の向上を図る。

キ 国⺠保護のための体制の強化

国、地⽅公共団体、指定公共機関等が協⼒して、住⺠を守るための取組を進めるなど、国⺠
保護のための体制を強化する。具体的には、武⼒攻撃より⼗分に先⽴って、南⻄地域を含む
住⺠の迅速な避難を実現すべく、円滑な避難に関する計画の速やかな策定、官⺠の輸送⼿段
の確保、空港・港湾等の公共インフラの整備と利⽤調整、様々な種類の避難施設の確保、国
際機関との連携等を⾏う。

また、こうした取組の実効性を⾼めるため、住⺠避難等の各種訓練の実施と検証を⾏った上
で、国、地⽅公共団体、指定公共機関等の連携を推進しつつ、制度⾯を含む必要な施策の検
討を⾏う。

さらに、全国瞬時警報システム（J-ALERT）の情報伝達機能を不断に強化しつつ、弾道ミサ
イルを想定した避難⾏動に関する周知・啓発に取り組む。

ク 在外邦⼈等の保護のための体制と施策の強化

紛争、⾃然災害、感染症、テロ等の脅威から在外邦⼈を守るための体制と施策を強化する。
具体的には、平素からの邦⼈に対する啓発、時宜に適った現地危険情報の提供、退避⼿段の



確保、関係国との連携強化等のための取組を⾏う。

この関連で、在外邦⼈を保護する上で最も重要な拠点となる在外公館における領事業務に関
する体制と能⼒の強化を図る。

同時に、在外邦⼈等の退避等のために、必要かつ可能な場合には、⾃衛隊等を迅速に活⽤す
ることとし、その実現のための関係省庁間の連携を強化する。

さらに、ジブチ政府の理解を得つつ、在外邦⼈等の保護に当たっても、海賊対処のために運
営されているジブチにある⾃衛隊の活動拠点を活⽤していく。

ケ エネルギー、⾷料等我が国の安全保障に不可⽋な資源の確保

我が国の経済・社会活動を国内外において円滑にし、また、有事の際の我が国の持続的な対
応能⼒等を確保するとの観点から、国⺠の⽣活や経済・社会活動の基盤となるエネルギー安
全保障、⾷料安全保障等、我が国の安全保障に不可⽋な資源を確保するための政策を進め
る。

エネルギー安全保障の確保に向けては、資源国との関係強化、供給源の多⾓化、調達リスク
評価の強化等の⼿法に加え、再⽣可能エネルギーや原⼦⼒といったエネルギー⾃給率向上に
資するエネルギー源の最⼤限の活⽤、そのための戦略的な開発を強化する。同盟国・同志
国、国際機関等とも連携しながら、我が国のエネルギー⾃給率向上に向けた⽅策を強化し、
有事にも耐え得る強靭なエネルギー供給体制を構築する。

⾷料安全保障に関し、国際社会における⾷料の需給や貿易等をめぐる状況が不安定かつ不透
明であり、⾷料や⽣産資材の多くを海外からの輸⼊に依存する我が国の⾷料安全保障上のリ
スクが顕在化している中、我が国の⾷料供給の構造を転換していくこと等が重要である。具
体的には、安定的な輸⼊と適切な備蓄を組み合わせつつ、国内で⽣産できるものはできる限
り国内で⽣産することとし、海外依存度の⾼い品⽬や⽣産資材の国産化を図る。その観点か
ら、穀物等の⽣産拡⼤、飼料の増産、堆肥等の国内資源の利⽤拡⼤を進めるほか、国内で調
達困難なものの安定的な輸⼊を確保するための対策や適切な備蓄等を併せて講ずることによ
り、国⺠への安定的な⾷料供給を確保し、我が国の⾷料安全保障の強化を図る。

そして、国際的な⾷料安全保障の危機に対応するために、同盟国・同志国や国際機関等と連
携しつつ、⾷料供給に関する国際環境の整備、⾷料⽣産の向上及び脆弱な国への⽀援等を実
施していく。

（5）⾃主的な経済的繁栄を実現するための経済安全保障政策の促進



我が国の平和と安全や経済的な繁栄等の国益を経済上の措置を講じ確保することが経済安全
保障であり、経済的⼿段を通じた様々な脅威が存在していることを踏まえ、我が国の⾃律性
の向上、技術等に関する我が国の優位性、不可⽋性の確保等に向けた必要な経済施策に関す
る考え⽅を整理し、総合的、効果的かつ集中的に措置を講じていく。

具体的には、経済安全保障政策を進めるための体制を強化し、同盟国・同志国等との連携を
図りつつ、⺠間と協調し、以下を含む措置に取り組む。なお、取り組んでいく措置は不断に
検討・⾒直しを⾏い、特に、各産業等が抱えるリスクを継続的に点検し、安全保障上の観点
から政府⼀体となって必要な取組を⾏う。

ア 経済施策を⼀体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律（令和4年法律
第43号。以下「推進法」という。）の着実な実施と不断の⾒直し、更なる取組を強化する。

イ サプライチェーン強靭化について、特定国への過度な依存を低下させ、次世代半導体の
開発・製造拠点整備、レアアース等の重要な物資の安定的な供給の確保等を進めるほか、重
要な物資や技術を担う⺠間企業への資本強化の取組や政策⾦融の機能強化等を進める。

ウ 重要インフラ分野について、地⽅公共団体を含む政府調達の在り⽅や、推進法の事前審
査制度の対象拡⼤の検討等を進める。

エ データ・情報保護について、機微なデータのより適切な管理や情報通信技術サービスの
安全性・信頼性確保に向けた更なる対策を講ずる。また、主要国の情報保全の在り⽅や産業
界等のニーズも踏まえ、セキュリティ・クリアランスを含む我が国の情報保全の強化に向け
た検討を進める。

オ 技術育成・保全等の観点から、先端重要技術の情報収集・開発・育成に向けた更なる⽀
援強化・体制整備、投資審査や輸出管理の更なる強化、強制技術移転への対応強化、研究イ
ンテグリティの⼀層の推進、⼈材流出対策等について具体的な検討を進める。

カ 外国からの経済的な威圧に対する効果的な取組を進める。

（6）⾃由、公正、公平なルールに基づく国際経済秩序の維持・強化

特定の国家による⾮軍事的な圧⼒により、国家の⾃主的な外交政策の意思決定や健全な経済
発展が阻害されることを防ぎ、開かれ安定した国際経済秩序を維持・強化していく。具体的
には、世界貿易機関（WTO）を中核とした多⾓的貿易体制の維持・強化を図りつつ、不公正
な貿易慣⾏や経済的な威圧に対抗するために、我が国の対応策を強化しつつ、同盟国・同志
国等と連携し国際規範の強化のために取り組んでいく。



また、インド太平洋地域の経済秩序の発展と持続可能で包摂的な経済成⻑を実現し、⾃由で
公正な経済秩序を広げるために、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協
定（CPTPP）の⾼いレベルの維持や、地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の完全な履⾏の
確保、その他の経済連携協定交渉、インド太平洋経済枠組み（IPEF）の具体化等に取り組
む。

さらに、相互互恵的な経済協⼒の実施と国際的な枠組み・ルールの維持・強化を図る。具体
的には、⼀部の国家等による不透明な形での途上国⽀援に起因して、被援助国が「債務の
罠」に陥る状況を回避するために、各国等が国際的なルール・基準を遵守し、透明で公正な
開発⾦融を⾏うよう、国際的な取組を主導する。

また、同盟国・同志国、開発⾦融機関等と協調した⽀援等を含め、途上国の⾃⽴性を⾼める
ための能⼒強化⽀援や途上国の経済発展のための魅⼒ある選択肢の提⽰等を⾏う。

（7）国際社会が共存共栄するためのグローバルな取組

我が国の安全保障は、国際社会の平和と安定があってこそ全うされる。国際社会との共存共
栄を図っていくため、我が国の国際的な地位と経済⼒・技術⼒にふさわしい国際社会への協
⼒を⾏う。

ア 多国間協⼒の推進、国際機関や国際的な枠組みとの連携の強化

我が国はこれまで様々な協⼒を通じて、政治・経済体制等の相違にかかわらず、多くの国と
の間で信頼関係を築いてきた。これを基礎として、多国間外交の場を通じて、これらの国と
の丁寧な意思疎通や国連を始めとする国際機関等との連携強化により、我が国が重視する⽬
標の実現を図るとともに、国際社会の共存共栄のために協⼒していく。

特に国連は、紛争対処、⼈道⽀援、平和構築、⼈権の擁護・促進、気候変動、⾷料危機、⾃
然災害、難⺠問題等の幅広い分野で役割を果たしており、国連及び国連をめぐる各国との協
⼒を強化し、多国間協⼒を⼀層進める。同時に、国連安保理常任理事国が紛争当事者の場合
には国連安保理が⼗分に機能しないなど、国連に内在する限界が顕在化していることを踏ま
え、国連安保理の改⾰を含めた国連の機能強化に向けた取組を主導する。

国連を始めとする国際機関等で邦⼈が職員として更に活躍できるための取組を強化する。

イ 地球規模課題への取組

2015年9⽉に国連で採択された持続可能な開発⽬標（以下「SDGs」という。）は、誰⼀⼈
取り残すことなく、平和、法の⽀配や⼈権も含む、地球規模課題に統合的に取り組むための



国際社会全体の⽬標である。各⽬標に個別に対処するのではなく、⼈間の安全保障の考えに
基づき、相互に関連する複合的リスクへの対応及び予防に取り組み、国際社会のSDGs達成に
貢献する。

また、我が国の安全保障に直接・間接に影響を及ぼしている気候変動、感染症、エネルギ
ー・⾷料問題、環境等の地球規模課題について、同盟国・同志国のみならず、多くの国等と
の協⼒を広げ、国際的な取組を強化する。

感染症対策を含む国際保健が、経済・社会のみならず安全保障上の⼤きなリスクを包含する
国際社会の重要課題であることを⼗分認識し、同盟国・同志国、国際機関等と連携し、新型
コロナウイルスへの対応の経験を踏まえ、将来の感染症危機に対する予防、備えと対応を平
素から万全にする。その際、同盟国・同志国、国際機関等と連携しつつ、感染症危機の初期
段階から、国内における確実な医療の提供や、医薬品を含む感染症対策物資を確保できるよ
うにしつつ、科学的知⾒等に基づく感染症対応能⼒の強化等に取り組む。そして、感染症危
機に対応する司令塔機能の強化に取り組む。また、途上国等の感染症対応能⼒強化に資する
保健システムや国際的な枠組みの強化等に取り組む。

そして、より強靱、より公平で、より持続可能なユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
（UHC）の実現に向けた国際的な取組を主導していく。

近年、世界中で急速に⾼まっている⼈道⽀援の需要に適切に対応すべく、迅速かつ⼗分な規
模の⼈道⽀援を⾏うために必要な取組を強化する。さらに、外国における戦争、⾃然災害等
のために発⽣した避難⺠を積極的に受け⼊れていく。

⼈権擁護は全ての国の基本的な責務であり、深刻な⼈権侵害には声を上げると同時に、様々
な国と⼈権保護・促進に向けた対話と協⼒を重ねていく。

紛争下での⼥性の脆弱な⽴場を踏まえ、⼥性の⼈権保護・救済促進に向けた国際的な取組を
主導する。また、あらゆる分野におけるジェンダー平等の実現と⼥性のエンパワーメントの
促進のために国際的な取組を⾏っていく。

我が国が国連平和維持活動（PKO）等の分野で⻑年貢献をしてきた国際平和協⼒は、国際社
会の平和と安定に資するとともに、他の要員派遣国との連携促進及び我が国の⼈材の育成に
も繫がるものである。要員派遣や能⼒構築⽀援の戦略的活⽤を含む多様な協⼒について引き
続き積極的に取り組んでいく。

Ⅶ 我が国の安全保障を⽀えるために強化するべき国内基盤

1 経済財政基盤の強化



我が国の経済が成⻑できる安全保障環境を確保しつつ、経済成⻑が我が国の安全保障の更な
る改善を促すという安全保障と経済成⻑の好循環を実現する。

また、幅広い分野において有事の際の持続的な対応能⼒を確保する。そのために、エネルギ
ーや⾷料等の確保、インフラの整備、安全保障に不可⽋な部品等の安定的なサプライチェー
ンの構築等のための官⺠の連携を強化する。

そして、我が国の経済は海外依存度が⾼いことから、有事の際の資源や防衛装備品等の確保
に伴う財政需要の⼤幅な拡⼤に対応するためには、国際的な市場の信認を維持し、必要な資
⾦を調達する財政余⼒が極めて重要となる。このように我が国の安全保障の礎である経済・
⾦融・財政の基盤の強化に不断に取り組む。このことは、防衛⼒の抜本的強化を含む安全保
障政策を継続的かつ安定的に実施していく前提でもある。

2 社会的基盤の強化

平素から国⺠や地⽅公共団体・企業を含む政府内外の組織が安全保障に対する理解と協⼒を
深めるための取組を⾏う。また、諸外国やその国⺠に対する敬意を表し、我が国と郷⼟を愛
する⼼を養う。そして、⾃衛官、海上保安官、警察官等我が国の平和と安全のために危険を
顧みず職務に従事する者の活動が社会で適切に評価されるような取組を⼀層進める。さら
に、これらの者の活動の基盤となる安全保障関連施設周辺の住⺠の理解と協⼒を確保するた
めの施策にも取り組む。

また、領⼟・主権に関する問題、国⺠保護やサイバー攻撃等の官⺠にまたがる問題、⾃衛
隊、在⽇⽶軍等の活動の現状等への理解を広げる取組を強化する。

そして、将来の感染症危機に備えた官⺠の対応能⼒の向上、防災・減災のための施策等を進
める。

3 知的基盤の強化

安全保障における情報や技術の重要性が増しており、それらを⽣み出す知的基盤の強化は、
安全保障の確保に不可⽋である。そのような観点から、安全保障分野における政府と企業・
学術界との実践的な連携の強化、偽情報の拡散、サイバー攻撃等の安全保障上の問題への冷
静かつ正確な対応を促す官⺠の情報共有の促進、我が国の安全保障政策に関する国内外での
発信をより効果的なものとするための官⺠の連携の強化等の施策を進める。

Ⅷ 本戦略の期間・評価・修正



国家安全保障戦略は、その内容が実施されて、初めて完成する。本戦略に基づく施策は、国
家安全保障会議の司令塔機能の下、戦略的かつ持続的な形で適時適切に実施される。さら
に、安全保障環境や本戦略に基づく施策の実施状況等は、国家安全保障会議が定期的かつ体
系的な評価を⾏う。本戦略はおおむね10年の期間を念頭に置き、安全保障環境等について重
要な変化が⾒込まれる場合には必要な修正を⾏う。

Ⅸ 結語

歴史の転換期において、我が国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の下に置かれることに
なった。将来の国際社会の⾏⽅を楽観視することは決してできない。

しかし、我々がこれまで築き上げてきた世界は、これからも、活⼒にあふれる貿易・投資活
動から⽣まれる経済的な繁栄、異なる才能の国際的な交わりから⽣まれるイノベーション、
そして、新しく魅⼒あふれる⽂化を⽣み出すことができる。我々は、このような希望を持ち
続けるべきである。

我々は今、希望の世界か、困難と不信の世界のいずれかに進む分岐点にあり、そのどちらを
選び取るかは、今後の我が国を含む国際社会の⾏動にかかっている。我が国は、国際社会が
対⽴する分野では、総合的な国⼒により、安全保障を確保する。国際社会が協⼒すべき分野
では、諸課題の解決に向けて主導的かつ建設的な役割を果たし続けていく。我が国の国際社
会におけるこのような⾏動は、我が国の国際的な存在感と信頼を更に⾼め、同志国等を増や
し、我が国を取り巻く安全保障環境を改善することに繫がる。

希望の世界か、困難と不信の世界かの分岐点に⽴ち、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の
下にあっても、安定した⺠主主義、確⽴した法の⽀配、成熟した経済、豊かな⽂化を擁する
我が国は、普遍的価値に基づく政策を掲げ、国際秩序の強化に向けた取組を確固たる覚悟を
持って主導していく。

〔共同〕

【関連記事】
・国家安全保障戦略の要旨
・防衛⼒整備計画の要旨
・国家防衛戦略の要旨

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA14D230U2A211C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA143AU0U2A211C2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA142ST0U2A211C2000000/
https://twitter.com/nikkeiseijibu/?n_cid=MCH998

